
知多浄水場始め４浄水場排水処理施設

整備・運営事業

審査講評

平成１７年１１月

愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会



目　　次

１　事業概要等 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 1
（１）事業名称 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 1
（２）事業に供される公共施設の種類･･････････････････････････････････････････ 1
（３）公共施設の管理者･･････････････････････････････････････････････････････ 1
（４）事業目的 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 1
（５）事業概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 1
（６）事業期間 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 4
（７）事業スケジュール（予定）･･････････････････････････････････････････････ 5
（８）事業者の収入に関する事項･･････････････････････････････････････････････ 5
（９）事業に必要な法令等の遵守･･････････････････････････････････････････････ 6
（10）公共施設の立地並びに規模及び配置に関する事項 ･････････････････････････ 6

２　審査の方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 8
（１）事業者選定の方法･･････････････････････････････････････････････････････ 8
（２）審査体制 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 8
（３）審査の流れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 9
（４）資格審査 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 9
（５）提案審査 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 9

３　事業者選定委員会の開催及び審議・審査の経緯･･･････････････････････････････ 17

４　審査結果 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 18
（１）資格審査 ････････････････････････････････････････････････････････････ 18
（２）提案審査 ････････････････････････････････････････････････････････････ 18

５　審査講評 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
（１）事業計画に関する事項･････････････････････････････････････････････････ 21
（２）設計・建設及び脱水処理施設等の能力に関する事項･･･････････････････････ 22
（３）脱水設備等の運営・維持管理業務に関する事項･･･････････････････････････ 23
（４）脱水ケーキの再生利用に関する事項･････････････････････････････････････ 24
（５）総評 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 25

６　最後に ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 26



事業者選定委員会は、知多浄水場始め４浄水場排水処理施設整備・運営事業（以下「本

事業」という。）の事業者選定に関する事項を審議・審査するため、愛知県企業庁（以下「県

企業庁」という。）により設置されました。

第１回事業者選定委員会を平成 16 年 10 月 28 日に開催して以降、約１年にわたり民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号、以下

「ＰＦＩ法」という。）に基づく実施方針や入札説明書等について審議を重ねるとともに、

応募グループの提案内容について厳正かつ公正な審査を行い、この度、事業者選定委員会

委員の合議により優秀提案として選定しました。

本事業は、４浄水場の脱水処理施設等を一括として設計・建設・運営・維持管理業務を

行うことで効率的な事業運営を図ること、民間ノウハウを活用することで脱水ケーキの有

価利用のさらなる促進を図ること等、これまでのＰＦＩ事業にはない先駆的な取り組みを

含むものでした。

残念ながら応募者数は１グループとなりましたが、提案内容は、脱水処理施設等の設計、

建設、運営・維持管理、脱水ケーキの再生利用の各業務について、応募者のノウハウや創

意工夫が発揮された提案となっており、県企業庁の要求水準を十分に上回ったものでした。

応募者の事業提案書作成にあたっての熱意や努力に、心より感謝します。

最後に、本事業がＰＦＩ事業として事業期間にわたり安定的かつ円滑に継続され、本事

業の事業目的に鑑み、脱水処理業務の安定的な遂行、脱水ケーキの有価利用の促進を達成

されることを、心から期待します。

平成 17 年 11 月 28 日

愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会

委員長　　　奥野　信宏



本審査講評では、以下のように用語を定義します。

【公共施設の管理者】：本事業をＰＦＩ事業として民間事業者に実施させようとする公営企業の

事業管理者（企業庁長）をいいます。

【事業者】 ：本事業の実施に際して、県企業庁と事業契約を締結し事業を実施する会社

をいいます（原則として、特別目的会社（ＳＰＣ：Special Purpose
Company）を設立することとします。）。特別目的会社とは、本事業の実施

のみを目的として落札者により設立される会社をいいます。

【応募者】 ：応募企業又は応募グループをいいます。

【応募企業】 ：脱水処理施設等の建設、維持管理並びに運営の能力を有し、本事業に応募

する参加資格を有する単独の企業をいいます。

【応募グループ】 ：脱水処理施設の建設、維持管理並びに運営の能力を有し、本事業に応募す

る参加資格を有する者で、複数の企業で構成されるグループをいいます。

【構成員】 ：応募企業若しくは応募グループのうち、特別目的会社に出資する企業をい

います。

【協力会社】 ：応募グループのうち、構成員以外の企業をいいます。

【資格審査通過者】：参加表明のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいいます。

【入札参加者】 ：資格審査通過者のうち、本事業に係る事業提案書を期限内に提出した者を

いいます。

【委員会】 ：ＰＦＩ法に基づく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査

を行う目的で、県企業庁が設置する学識経験者等で構成される組織（愛知

県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会）をいいます。

【落札者】 ：委員会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者と

して県企業庁が決定した入札参加者をいいます。

【実施方針等】 ：実施方針の公表の際に県企業庁が公表した書類一式をいいます。具体的に

は、実施方針、要求水準書（案）及び添付書類等をいいます。

【入札説明書等】 ：本事業に関し公表された実施方針、入札説明書及びその添付書類（事業契

約書（案）、基本協定書（案）、要求水準書、落札者決定基準、様式集、図

面及び通知書を含む。）並びにこれら資料に対する質問及びこれに対する

県企業庁の回答を示した書面の全てをいいます。

【事業提案書】 ：資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出される書類

及び図書をいいます。

【脱水処理施設等】：本事業の対象施設として位置付けるもので、高蔵寺浄水場、尾張東部浄水

場、上野浄水場及び知多浄水場における、脱水機棟、脱水設備、配管の総

称をいいます。（表－ⅰ参照）

【脱水機棟】 ：脱水設備を納める建物で、当該建物に付帯する電気設備等の一切を含むも



のをいいます。

【脱水設備等】 ：脱水設備、配管の総称をいいます。

【脱水設備】 ：脱水機及び周辺機器等の総称をいいます。

【脱水機】 ：汚泥を脱水する機械で、脱水機を構成する電気・機械・計装設備（監視及

び制御を行う設備）等の一切を含むものをいいます。なお、脱水とは、汚

泥の処分を容易な状態とするために、汚泥の水分（含水率）を減少させる

ことをいいます。

【周辺機器等】 ：脱水機関連補機で、当該補機を構成する電気・機械・計装設備及び脱水ケ

ーキ搬出設備等の一切を含むものをいいます。

【脱水ケーキ搬出設備】：破砕機、ベルトコンベア、ケーキヤード等、脱水ケーキの管理及び搬

出に資する設備をいいます。

【配管】 ：濃縮槽から脱水処理施設等を経由し排水池に至る一連の連絡管で、当該配

管を構成する弁類、メーター等の一切を含むものをいいます。

【濃縮施設】 ：脱水処理施設等の前段施設で、排水池、排泥池、濃縮槽の総称をいいます。

【排水処理施設】 ：濃縮施設及び脱水処理施設等の総称をいいます。

【３浄水場】 ：本事業の対象となる浄水場のうち、現在既に脱水処理施設等を有する、高

蔵寺浄水場、尾張東部浄水場及び上野浄水場の総称をいいます。

【一時支払金】 ：脱水処理施設等の設計及び建設業務に係るサービスの対価の一部又は全て

について、県企業庁が調達し、脱水処理施設等の所有権が県企業庁に移転

した後、事業者に支払われる費用をいいます。

【割賦支払金】 ：脱水処理施設等の設計及び建設業務に係るサービスの対価として、県企業

庁が事業者に対して支払う料金をいい、脱水処理施設等の設計及び建設業

務に係る経費のうち一時支払金を除いた経費で構成されます。

【運営・維持管理業務等】運営・維持管理業務と脱水ケーキの再生利用業務の総称をいいます。

【汚泥】 ：浄水処理工程で発生する細かな砂や泥を含む水をいいます。

【脱水ケーキ】 ：汚泥を脱水処理した後に発生する固形物をいいます。

【再生利用】 ：脱水ケーキを製品等の原材料等の有用物とするため必要な処理を行い利用

することをいい、有価利用と非有価利用に分けられます。

【有価利用】 ：事業者が脱水ケーキを県企業庁から有償で買い取り、自らの責任と費用で

脱水ケーキを販売することをいい、その収入は事業者に帰属します。

【非有価利用】 ：県企業庁が脱水ケーキの処理を事業者に委託し、事業者の責任で再生利用

を図ることをいい、それに係る費用については、事業者が提案した金額を、

県企業庁が負担します。

【有価利用可能量】：事業提案書において事業者が提案する１事業年度に有価利用を行える最大

量（t-ds／年）をいいます。





表－ⅰ　施設関連用語概念図

濃縮施設 排水池、排泥池、濃縮槽

脱水機棟
脱水設備を納める建物

（付帯する電気設備等を含む。）

脱水機（電気・機械・計装設備を含

む。）脱水

設備 周辺機器等（電気・機械・計装設備、
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・高蔵寺浄水場

・尾張東部浄水場

・上野浄水場

脱水処理施設等を

本事業で新設する

浄水場

・知多浄水場

備考：網掛け部分が本事業の範囲
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１　事業概要等

（１）事業名称

知多浄水場始め４浄水場排水処理施設整備・運営事業

（２）事業に供される公共施設の種類

愛知県知多浄水場、高蔵寺浄水場、尾張東部浄水場、及び上野浄水場の各脱水処理

施設等

（３）公共施設の管理者

愛知県公営企業管理者　企業庁長　福間　克彦

（４）事業目的

県企業庁が実施する水道事業及び工業用水道事業については、県人口の増加や生活

水準の向上並びに産業活動の発展とともに着実に整備・推進してきましたが、社会・

経済情勢の大きな変化にともない、より効果的かつ効率的な事業運営が求められてい

ます。

また、浄水処理にともなって発生する汚泥については、安定的に脱水処理できると

ともに、近年の廃棄物処分場の不足及び環境保全に及ぼす影響を考慮すると、減量化

及び再生利用化を進めることが、水道の安定供給等を確保するための重要な課題の一

つとなっています。

こうした中で、県企業庁では、県営浄水場における浄水処理工程で発生する汚泥を

脱水機や天日乾燥により脱水処理しており、特に近年は、機械脱水処理した脱水ケー

キのほぼ全量を、有価により有効に利用しています。

しかしながら、愛知用水地域の３浄水場（高蔵寺浄水場、尾張東部浄水場、上野浄

水場）をはじめとして、多くの脱水機が老朽化による更新時期を迎えているうえ、知

多浄水場においては発生汚泥の有価利用を進めるためにも天日乾燥から機械脱水方式

へ切り替える（脱水処理施設等を新設する）必要が生じています。

また、環境への配慮、新技術の導入、県民等が享受できるサービス価値の最大化な

どの水道事業及び工業用水道事業への要請が多様化・複雑化している一方で、そのサ

ービス創出のために投下するコストを最小限に抑える必要性が高まっている中、民間

事業者のノウハウや創意工夫を活用し、公共と民間が連携して課題解決に努める必要

があると考えています。

そこで県企業庁では、総事業費の削減、財政支出の平準化及び脱水ケーキの再生利

用の促進を図ることを目的に、愛知用水地域における３浄水場の脱水設備等の更新・

増設、知多浄水場の脱水処理施設等の新設並びにこれら４つの脱水処理施設等の運

営・維持管理業務を進めるうえで、ＰＦＩを導入することとしました。

（５）事業概要

ア　本事業の対象となる施設
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本施設の主要施設の概要は下記のとおりです。

ａ　知多浄水場における脱水処理施設等の計画概要（新設）

脱水機棟
脱水設備を納める建物（電気・機械・

計装設備を含む。）

脱水設備

脱水機（２台）

周辺機器等（電気・機械・計装設備、

脱水ケーキ搬出設備を含む。）

知多浄水場
※計画給水量

上水：222,000 m3/日
工水：472,800 m3/日

脱水設備

等

配管
構内連絡管（弁類、メーター等を含む。）

ｂ　３浄水場における脱水処理施設等の概況（既設）

脱水機棟

脱水設備を納める建物（電気・機械・

計装設備を含む。）

・昭和 57 年建設

・ＲＣ造　地上１階地下１階建て

・延べ床面積 790m2

脱水設備

脱水機（既設１台）

◎１号脱水機

・昭和 57 年設置

・短時間型　ろ布面積 170 m2

周辺機器等（電気・機械・計装設備、

脱水ケーキ搬出設備を含む。）

高蔵寺浄水場
※計画給水量

上水：94,300 m3/日

脱水設備

等

配管
構内連絡管（弁類、メーター等を含む。）

脱水機棟

脱水設備を納める建物（電気・機械・

計装設備を含む。）

・平成５年建設

・ＲＣ造　３階建て

・延べ床面積 1,425m2

脱水設備

脱水機（既設３台、増設１台）

◎工業用水道施設における脱水機

・昭和 50 年設置

・短時間型　ろ布面積 49 m2

◎１号脱水機

・平成５年設置

・長時間型　ろ布面積 500 m2

◎２号脱水機

・平成７年設置

・長時間型　ろ布面積 500 m2

◎本事業において平成 25 年度に増

設する脱水機

周辺機器等（電気・機械・計装設備、

脱水ケーキ搬出設備を含む。）

尾張東部浄水場
※計画給水量

上水：266,400 m3/日
工水：200,000 m3/日

脱水設備

等

配管
構内連絡管（弁類、メーター等を含む。）
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脱水機棟

脱水設備を納める建物（電気・機械・

計装設備を含む。）

・昭和 43 年建設

・鉄骨造スレート葺き　２階建て

・延べ床面積 1,570m2

脱水設備

脱水機（既設３台）

◎１号脱水機

・昭和 58 年設置

・長時間型　ろ布面積 357 m2

◎２号脱水機

・平成５年設置

・長時間型　ろ布面積 357 m2

◎３号脱水機（水・工共用）

・平成４年設置

・長時間型　ろ布面積 357 m2

周辺機器等（電気・機械・計装設備、

脱水ケーキ搬出設備を含む。）

上野浄水場
※計画給水量

上水：164,100 m3/日
工水：172,800 m3/日

脱水設備

等

配管
構内連絡管（弁類、メーター等を含む。）

イ　事業方式

ＰＦＩ法に基づき、事業者が自らの提案をもとに脱水処理施設等の設計、建設を

行った後、県企業庁に施設の所有権を移転し、事業期間中に事業契約書に示される

内容の運営・維持管理業務を行う方式（ＢＴＯ（Build Transfer Operate））により

実施します。

なお、知多浄水場については、事業者は、新たに脱水処理施設等の設計、建設を

行った後、県企業庁に当該施設の所有権を移転し、当該施設の運営・維持管理業務

を行うこととします。

また、３浄水場については、事業者は、既設の脱水処理施設等の運営・維持管理

業務を行うとともに、事業契約書（案）「別紙１　事業日程」に示した年度に、脱水

機棟の改修並びに脱水設備等の増設・更新を行うこととします。

ウ　事業範囲

事業者が実施する事業範囲は下記のとおりとします。

ａ　知多浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務

・事前調査（測量、地質調査を含む。）及びその関連業務

・脱水処理施設等の設計（基本設計、実施設計）

・生活環境影響調査

・建設工事開始までに必要な手続き（各種申請業務等）

・脱水処理施設等の新設に係る工事

・工事監理

・脱水処理施設等の県企業庁への引き渡し
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・県企業庁が行う近隣対応・対策への協力

・脱水処理施設等の運営・維持管理業務の開始までに必要な手続き（各種申

請業務等）

・県企業庁が行う国庫補助申請・検査業務の支援協力

ｂ　３浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務

・事前調査及びその関連業務

・高蔵寺浄水場及び上野浄水場における脱水機棟の改修に係る設計

・生活環境影響調査

・３浄水場における脱水設備等の更新に係る設計、及び尾張東部浄水場にお

ける脱水設備等の増設に係る設計

・脱水処理施設等の増設・更新等の工事開始までに必要な手続き（各種申請

業務等）

・高蔵寺浄水場及び上野浄水場における脱水機棟の改修に係る工事

・３浄水場における脱水設備等の更新に係る工事（既設の脱水設備等の撤去

を含む。）

・尾張東部浄水場における脱水設備等の増設に係る工事

・工事監理

・増設・更新した脱水設備等の県企業庁への引き渡し

・その他、既設の脱水処理施設等の運営・維持管理業務を実施するにあたり

必要な改良

・県企業庁が行う国庫補助申請・検査業務の支援協力

ｃ　脱水処理施設等の運営・維持管理業務

・３浄水場の運営・維持管理業務に必要な業務引継ぎ

・脱水処理施設等の運転

・脱水処理施設等の維持管理（点検、保守、修理、交換、改良その他一切の

管理業務）

・清掃

・警備

・濃縮槽からの汚泥引き抜き業務（運転・計量等の管理業務）

・濃縮施設の運転支援

・尾張東部浄水場内における濃縮汚泥の運搬

・脱水ケーキの管理（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12
月 25 日法律第 137 号）に基づく管理業務）

ｄ　脱水ケーキの再生利用に関する業務

・脱水ケーキの再生利用

・脱水ケーキの搬出

（６）事業期間

本事業の事業期間は、平成 18 年４月１日から平成 38 年３月までの 20 年間としま

す。
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（７）事業スケジュール（予定）

（ア）事業契約の締結 平成 18 年１～２月

（イ）知多浄水場における脱水処理施設等の設計・建設

平成 18 年４月～平成 20 年１月

（ウ）知多浄水場における脱水処理施設等の引き渡し・所有権移転

平成 20 年１月

（エ）知多浄水場における脱水処理施設等の運営・維持管理

平成 20 年２月～平成 38 年３月

（オ）３浄水場における脱水処理施設等の増設・更新等

平成 17年５月公表の事業契約書（案）

「別紙１　事業日程」参照

（カ）３浄水場における脱水処理施設等の運営・維持管理

平成 18 年４月～平成 38 年３月

（８）事業者の収入に関する事項

本事業における事業者の収入は、事業者が実施する新設施設の設計・建設業務及び

既存施設の増設・更新等業務に係る対価、運営・維持管理業務等に係る対価から構成

されます。また、事業者が脱水ケーキを有価により再生利用したことによって得る収

入は事業者の収入とします。

ア　知多浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務及び３浄水場の脱水処理施

設等の増設・更新等業務に係る対価

県企業庁は、知多浄水場における脱水処理施設等の設計・建設業務及び３浄水場

における脱水処理施設等の増設・更新等業務に係る対価について、事業契約書にお

いてあらかじめ定める額を、一時支払金及び割賦支払金により事業者に支払います。

なお、尾張東部浄水場の、平成 25 年度、平成 30 年度及び平成 32 年度における脱

水処理施設等の増設・更新等業務及び上野浄水場の平成 29 年度と平成 30 年度にお

ける脱水処理施設等の増設・更新等業務に係る対価については、全額一時支払金と

して支払うものとします。

イ　運営・維持管理業務等に係る対価

県企業庁は、運営・維持管理業務等に係る対価について、事業契約書において定

める額を、事業期間にわたり事業者に支払います。なお、運営・維持管理業務に係

る対価は固定費・変動費から構成され、変動費は各支払期の業務実績に応じて変動

させた金額を支払います。また、脱水ケーキの再生利用業務に係る対価は、脱水ケ

ーキ発生量が、事業者が提案する有価利用可能量を上回った場合において、その量

に応じた金額を支払います。

なお、３浄水場における脱水処理施設等の、脱水設備等の更新時期まで県より引
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き継いで事業者が運営・維持管理を行う既存の脱水設備等については、入札時にお

いて事業者が運営・維持管理計画を提案するにあたり事業者が予測できない事由に

よって追加的に補修費が発生した場合、協議の上、県企業庁が追加費用を支払いま

す。

また、近隣の市町から水道汚泥の引き取りを要請された場合、事業者の責任と費

用のもとで、引き取りが可能と事業者が判断し、県企業庁の了解を得た上で、必要

となる措置を執るとともに市町の水道汚泥の脱水処理を引き受け、係る対価を市町

より収入として得ることも可能とします。

（９）事業に必要な法令等の遵守

県企業庁及び事業者は、本事業を実施するに当たり、ＰＦＩ法及び「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等に関する基本方針」（平成 12年３月 13日総理府告示第

11 号、以下「基本方針」という。）のほか、本事業を実施するために必要な関係法令、

条例、規則及び要綱等を遵守すること。

（10）公共施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

ア　立地条件に関する事項

項　　目 概　　要

事業計画地

知多浄水場　　：愛知県知多市佐布里字西池の脇８番地

高蔵寺浄水場　：愛知県春日井市高森台一丁目 10 番地

尾張東部浄水場：愛知県日進市米野木町南山 489 番地４号

上野浄水場　　：愛知県東海市名和町蕨山７番地

事業実施敷地面積

知多浄水場　　：約 2,000m2

高蔵寺浄水場　：約 1,300m2

尾張東部浄水場：約 2,700m2

上野浄水場　　：約 2,000m2（ケーキヤードを含む）

都市計画用途区分

知多浄水場　　：指定なし

高蔵寺浄水場　：第１種中高層住居専用地域

尾張東部浄水場：指定なし

上野浄水場　　：指定なし

イ　施設の設計要件等に関する事項

（ア）脱水機棟に関する要件

知多浄水場の脱水機棟については、事業期間終了後も脱水設備等を適宜更新

しながら県企業庁において継続して使用する予定であることから、次期更新設

備においても使用できる耐久性（目安として 40 年程度）を有し、施設の運転を

継続しながら同一建物内において設備の更新が可能な構造とすること。また、

地震動レベル２相当の大地震に対し、「官庁施設の総合耐震計画及び同解説」

（平成８年度版）に準拠し、脱水機棟の耐震安全性の分類をⅡ類、重要度係数

（Ⅰ）を 1.25 とすること。

高蔵寺浄水場及び上野浄水場における既設の脱水機棟については、事業終了
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後も県企業庁において使用する予定であることから、目安として事業終了後 10
年程度使用できる耐久性を有する構造とするための改修を行うこと。また、地

震動レベル２相当の大地震に対し、「官庁施設の総合耐震計画及び同解説」（平

成８年度版）に準拠し、脱水機棟の耐震安全性の分類をⅡ類、重要度係数（Ⅰ）

を 1.25 以上とすること。

（イ）脱水設備等に関する要件

事業者は、事業契約書（案）「別紙１　事業日程」に定める年度に、要求水準

書で示す計画給水量、計画固形物量・送泥濃度・送泥量等に基づき、必要な脱

水設備等の新設、増設及び更新を行うこととします。

具体的には、脱水設備等には次の要件等を満たすものとします。

（ａ）無薬注方式とすること。

（ｂ）脱水機から発生する脱水ケーキの再生利用が促進されるよう、適切な含

水率を維持すること。

（ｃ）既設の脱水設備等と併用して管理運転が可能なこと。

（ｄ）脱水機からのろ液が、排水池の管理運転に著しい悪影響を与えないこと。

（ｅ）設置後 25 年程度の耐用年数を有すること。

ウ　脱水ケーキの再生利用

事業者は、脱水処理に伴い発生する脱水ケーキの全量を、事業期間中、自らの提

案にしたがって再生利用します。

なお、浄水場の脱水処理施設等の中で行える脱水ケーキの加工作業としては、脱水

ケーキの乾燥、破砕、造粒、袋詰め等の工程までとし、浄水場外から水道汚泥以外の

原料を搬入して混合するような加工はできません。

エ　土地に関する事項

県企業庁は、特定事業の用に供するために、知多浄水場における脱水処理施設等の

設計・建設期間中は、県有地を事業者に無償貸与することを予定しています。

また、事業者が要求する場合、県企業庁は建設工事のために必要な作業用地として、

４浄水場の一部又は全部につき、その敷地内の一定範囲の土地を、有償で貸与します。

オ　生活環境影響調査

本事業における施設整備は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 15 条に基

づく「生活環境影響調査」の対象となります。事業者は本事業の「生活環境影響調査」

を実施すること。

なお、本事業は環境影響評価法及び愛知県環境影響評価条例に基づく環境アセスメ

ントの対象にはなりません。
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２　審査の方法

※平成 17 年５月 17 日に公表した落札者決定基準からの抜粋、整理。

（１）事業者選定の方法

事業者の募集及び選定の方法は、競争性の担保及び透明性・公平性の確保に配慮し

た上で、総合評価一般競争入札とします。

本事業は、４浄水場の設計・建設段階から運営・維持管理段階の各業務を長期間に

わたり一括して民間事業者に委託することにより、民間事業者の幅広い能力・ノウハ

ウが活用され、安定かつ効率的な脱水処理業務の遂行と、発生する脱水ケーキの適正

な再生利用の促進を期待するものです。事業者の選定に当たっては、入札価格、設計・

建設、運営・維持管理に関する技術及び事業遂行能力等を総合的に評価します。

なお、本事業は平成６年４月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定

（ＷＴＯ政府調達協定）の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令 372 号）が適用されます。

（２）審査体制

学識経験者４名で構成する事業者選定委員会（以下「委員会」という。）において、

応募者から提出された事業提案書の審査を行います。

委員会は、以下４名の委員により構成されます（敬称略）。

委員長　　奥野　信宏　　（中京大学総合政策学部教授）

委　員　　筏津　安恕　　（名古屋大学環境学研究科教授）

委　員　　神藤　浩明　　（日本政策投資銀行東海支店企画調査課長）

委　員　　藤江　幸一　　（豊橋技術科学大学エコロジー工学系教授）
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（３）審査の流れ

（４）資格審査

資格審査では、応募者からの資格審査書類をもとに、参加要件及び資格等の要件の

具備を県企業庁において確認します。

（５）提案審査

ア　基礎審査

本審査では、県企業庁及び委員会において、入札参加者の提案内容が次の基礎審

査項目を充足していることを確認します。

※網掛けは委員会が主に行う業務

総合評価総合評価

失格
No

落札者の決定
（審査結果の公表）

落札者の決定
（審査結果の公表）

基礎審査基礎審査

県企業庁へ報告

入札公告入札公告

参加表明書及び資格審査書等の提出

Yes

提案審査

資格審査

優秀提案の選定優秀提案の選定

ヒアリングヒアリング

資格審査（県企業庁が実施）

参加要件等の確認

資格審査（県企業庁が実施）

参加要件等の確認

入札価格の確認（県企業庁が実施）入札価格の確認（県企業庁が実施）

提案書類の提出

要求水準の確認
提出書類の確認　等

要求水準の確認
提出書類の確認　等

失格
No

失格
No

Yes

価格面の評価価格面の評価

Yes

提案内容の審議
提案の採点

提案内容の審議
提案の採点
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ａ　入札価格の確認

県企業庁は、入札書に記載された金額が予定価格の範囲内にあることの確認を

行います。予定価格の範囲内にあることが確認された入札参加者は、基礎的事項

の確認の対象とし、範囲外の入札参加者は失格とします。

ｂ　基礎的事項の確認

事業提案書に記載された内容が、下記の基礎的な事項について満足しているこ

との確認を行います。

ａ）提出書類の確認

審査項目 審査内容

提出書類の確認
提出を求めている書類が全て揃っているか。また、指定した様式に必要

事項が記載されているか。

提案内容の矛盾・齟齬
事業提案書全体において、同一事項に関する提案に矛盾あるいは齟齬が

ないか。

ｂ）要求水準の確認

各入札参加者の本施設の設計・建設、運営・維持管理に係る提案内容が、県

企業庁の要求する水準及び性能に適合していることの確認を「要求水準書」に

基づいて行います。

ｃ）事業遂行に関する確認

事業遂行能力を有した提案内容になっているかどうかについて、以下の審査

項目から確認を行います。

審査項目 審査内容

特別目的会社の

組成内容

代表企業の出資比率が構成員の中で最も高くなっているか。構成員全て

が出資しているか。出資者は構成員のみか。

資金調達の方法
資金調達先（出資、借入）、調達額、調達条件（金利等）が明示されて

いるか。

融資機関からの関心表

明書の有無

融資機関の関心表明書が添付されているか。（添付されていない場合、

その合理的な理由が示されているか。）

借入金の返済能力 借入金の返済能力があるか。（DSCR≧1.0 以上）

保険の付保 県企業庁の要求する保険の付保が予定されているか。

事業収支計画と施設整

備計画等の整合性

事業収支計画の前提条件が、施設整備計画等の提案内容と整合がとれた

費用となっているか。また、算出根拠が明示されているか。
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審査項目 審査内容

税金、金利等の前提条件

の的確な設定
税金、金利等の前提条件が的確に設定されているか。

計数の整合性 各提案書類の計数の整合性がとれているか。

事業収支計算の適切性 収支項目の設定、事業収支計算等が適切に行われているか。

スケジュールの合理性
入札説明書等で定めた施設整備計画が守られ、かつ合理的な行程となっ

ているか。

イ　総合評価

ａ　性能等に関する評価

ａ）性能等の評価項目と配点

本評価では、委員会において、各提案内容を（２）（ウ）に示す４つの評価項

目により評価、採点します。なお、本評価の合計点は４０点とします。

ｂ）性能等の評価項目の採点基準

入札価格を除いた性能等に関する評価では、各評価項目において、次に示す

４段階により評価、採点することとします。

表　評価項目の採点基準

評　価 評価内容 採点基準

Ａ 特に優れている 配点×1.00
Ｂ 優れている 配点×0.75
Ｃ やや優れている 配点×0.50
Ｄ 要求水準を満たしている程度 配点×0.25

ｃ）性能等の評価項目における評価の視点と配点

①　事業計画に関する事項（配点：９点）

評価項目 評価の視点 配点

総合評価

・本事業の実施にあたっての基本的考え方は適切か
・民間資金、ノウハウを活用することによる効果を確認でき

るか
・事業マネジメントの考え方は適切か

３

事業収支

・施設整備費及び運営・維持管理費は妥当性を持って提案さ

れているか

・事業収支計画は適切か

・余剰金積立の考え方は適切か

・安定性の高い返済計画が提案されているか

２
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資金調達

・資金調達方法は適切か（出資、借入、調達先、調達条件等）

・確実性の高い資金調達計画が提案されているか

２

リスク対応

・リスク顕在時の対応策（保険の付保等）は適切か

・事業破綻回避の考え方は適切か

・ＳＰＣ又は出資者の破綻時の対処方法は適切か

２

②　設計・建設及び脱水処理施設等の能力に関する事項（配点：１２点）

評価項目 評価の視点 配点

信頼性

・各浄水場の要件と整合のとれた設計となっているか

・提案された脱水設備等の納入実績、安定稼動実績は豊富か ３

安全性

・大規模災害時においても安定的に脱水処理できる設計とな

っているか

・事故や故障時におけるバックアップシステムが加味された

設計となっているか

２

安
定
性

継続性

・汚泥の濁度変動（高濁度、低濁度）に十分対応できる設計

となっているか

・脱水設備等の操作性、維持管理性に配慮された設計となっ

ているか

２

工事計画の適

切性

・設計・建設業務の工事工程は適切か

・工事監理は適切か

・建設工事において環境保全策が提案されているか

２

環境保全性
・浄水場周辺地域の環境に配慮された設計となっているか

・省エネルギー性に配慮された設計となっているか
３

③　脱水設備等の運営・維持管理業務に関する事項（配点：１０点）

評価項目 評価の視点 配点

信頼性
・適切な人員・人材配置が提案されているか

・運営・維持管理業務の実績・経験はあるか
２

安定性

・適切な運転管理計画が提案されているか

・高濁度時等により汚泥量が増加した場合でも適切に対応で

きることが提案されているか

・緊急時（大規模災害、停電、故障）における適切な対応が

提案されているか

・汚泥性状変動（低濁度時の対応、生物の発生等）した場合

でも適切な対応ができることが提案されているか

2.5
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評価項目 評価の視点 配点

安全性

・安全性に配慮された提案がされているか

・衛生性に配慮された提案がされているか

・防犯性に配慮された提案がされているか

１

維持管理計画

の適切性

・毎時行年度修繕計画は適切か

・長期修繕計画は適切か

・点検計画は適切か
３

環境保全性

・浄水場周辺環境に配慮した運営・維持管理が提案されてい

るか

・省エネルギー性に配慮した運営・維持管理が提案されてい

るか

1.5

④　脱水ケーキの再生利用に関する事項（配点：９点）

評価項目 評価の視点 配点

保管・運搬の適

切性

・適切かつ安定的な脱水ケーキ保管・運搬計画が立案されて

いるか
２

有価利用可能

量の多寡
・より多くの有価利用可能量が提案されているか ２

有価利用の安

定性・信頼性

・長期にわたって安定的に有価利用できる計画が提案されて

いるか

・提案された有価利用計画の信頼性は高いか

３

非有価利用の

安定性・信頼性

・長期にわたって安定的に非有価利用できる計画が提案され

ているか

・提案された非有価利用計画の信頼性は高いか

２

ｄ）性能等の評価点の補正

下記の手順に従って、性能等の評価点を補正します。

（ａ）入札参加者中で最高の性能等の評価点を獲得した提案に満点（40 点）

を付与します。

（ｂ）他の入札参加者の、性能等の評価点（Ｑx）は下記の式に従い補正しま

す。なお、性能等の評価点は小数第３位を四捨五入します。

Ｑx＝40 点×（Ｑ’x／Ｑ’0）
Ｑx ：提案Ｘの性能等の評価点（補正後）

Ｑ’x：提案Ｘの性能等の評価点（補正前）

Ｑ’0：入札参加者中で最高の性能等の評価点を獲得した提案の評価点（補

正前）
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表　性能等の評価点の補正（例）

入札参加者名 性能等の評価（素点） 性能等の評価（補正後）

Ａ ３０ → ４０

Ｂ ２４ → ３２

Ｃ ２２ → ２９．３３

ｂ　入札価格の評価

入札参加者の入札価格について、以下の考え方に基づいて得点化を行います。

なお、満点は６０点とします。

［考え方］

（ア）採点対象となる入札価格は、「県企業庁が支払うサービス購入料の現在価値」（以

下「入札価格」という。）とします。

（イ）入札参加者中で最低価格（Ａ）を提示した提案を基準とし、それに満点（Pa）を

付与します。

（ウ）他の入札参加者の得点は、入札参加者中で最高価格（Ｂ）を提示した提案から算

出します。算出方法は、まず、最高価格に対する最低価格の割合（Ａ／Ｂ）を求

め、それに配点である満点（Pa）を乗じることにより最高価格の提案に得点（Pb）
を付与します。

（エ）最高価格と最低価格との間に相当する入札価格を提示した提案については、最高

価格の提案と最低価格の提案の得点の傾きをとり、そこに入札価格（Ｃ）を当て

はめ、算出される得点（Pc）を付与します。なお、価格点は小数点以下第３位を

四捨五入します。

図　入札価格の得点化の考え方

最低価格

最高価格

入札価格

得点
満点

A

B

C

Pa
* PaB

A
* PaB

A
PcPb

（ウ） （イ）

（エ）
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ｃ　総合評価

性能等の評価に関する点数と入札価格の評価による点数を合計して総合評価し

ます。なお、それぞれの配点を合計し、総合評価は１００点満点となります。

表　性能等の評価項目と配点

評価項目 配点 合計

総合評価 提案全般に関する総合評価 ３

事業収支
事業収支計画は適切か、信頼性は高い

か。
２

資金調達 資金調達計画は適切か。 ２

事業計画に関する

事項

リスク対応
リスク対応計画は適切か、信頼性は高

いか。
２

９

信頼性
提案された技術は信頼できるものか。

３

安全性

緊急時（災害時、故障時）においても

安定的に稼動する設計となっている

か。

２
安

定

性
継続性

事業期間全体にわたり、継続的に安定

稼動できることに配慮された設計と

なっているか。

２

工事計画の

適切性
提案の工事計画は適切か。 ２

設計・建設及び脱

水設備等の能力に

関する事項

環境保全性
採用する技術は、周辺環境や省エネル

ギー性に配慮されているか。
３

１２

信頼性
提案の運営・維持管理体制は信頼でき

るものか。
２

安定性
安定的に運転管理できるか（通常時・

非常時）
2.5

安全性
安全、防犯、衛生に配慮されているか。

１

維持管理計

画の適切性

提案の維持管理計画（修繕計画、点検

計画）は適切か。
３

脱水設備等の運

営・維持管理業務

に関する事項

環境保全性

周辺環境や省エネルギー性に配慮さ

れた運営・維持管理が提案されている

か。

1.5

１０

保管・運搬

の適切性

適切かつ安定的な脱水ケーキの管

理・運搬計画が提案されているか。
２

有価利用可

能量の多寡

多くの有価利用可能量が提案されて

いるか。
２

有価利用の

安定性・信

頼性

長期にわたって安定的に有価利用で

きる方法を、信頼性をもって提案でき

ているか。

３

脱水ケーキの再生

利用に関する事項

非有価利用

の安定性・

信頼性

長期にわたって安定的に非有価利用

できる方法を、信頼性をもって提案で

きているか。

２

９

性能等の評価の小計　　（α） ４０

入札価格の評価　　　　（β） ６０
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合　計　　　　　　　（α＋β） １００
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３　事業者選定委員会の開催及び審議・審査の経緯

日　　付 内　　　容

平成 16年 10月 28日 第１回事業者選定委員会

（設置、事業概要の説明、実施方針等の審議及び承認等）

平成 16 年 11 月 29 日 実施方針等の公表

平成 16 年 12 月６日 実施方針等に関する説明会

平成 16 年 12 月７日 第 1 回現地見学会

平成 17 年１月 21 日 第 1 回質問に対する回答等の公表

平成 17年１月 28日
第２回事業者選定委員会

（実施方針等の変更、特定事業の選定、事業契約書（素案）

の審議及び承認等）

平成 17 年２月 18 日 特定事業の選定等の公表

平成 17年３月 31日 第３回事業者選定委員会

（入札説明書等の審議及び承認等）

平成 17 年４月 15 日 第２回質問に対する回答等の公表

平成 17 年５月 17 日 入札説明書等の公表

平成 17 年５月 19 日 入札説明書等に関する説明会

平成 17 年５月 24 日～27 日 第２回現地見学会

平成 17 年６月 24 日 入札説明書等に関する質問回答の公表

平成 17 年７月８日～14 日 参加表明書の受付、参加資格の確認

平成 17 年７月 27 日 資格審査結果の公表

平成 17 年８月９日、11 日 現地調査会

平成 17 年９月 14 日 入札及び事業提案書の受付

平成 17年 10月 24日 第４回事業者選定委員会

（基礎審査、応募グループのヒアリング）

平成 17年 11月４日 第５回事業者選定委員会

（総合評価、最優秀提案者の選定）
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４　審査結果

（１）資格審査

平成 17 年７月 14 日までに下記の１つ応募グループから参加表明があり、応募者から

の参加資格申請書類等をもとに、県企業庁が入札説明書に記載する参加要件及び資格要

件等の具備を確認しました。その結果、当該応募グループの参加資格が確認されました。

応募グループ名 グループ代表企業 グループ構成員

日本碍子グループ 日本碍子㈱

日本碍子㈱

㈱ＮＧＫ－Ｅソリューション

エコマネジ㈱

㈱日水コン

㈱明電舎

ＵＦＪセントラルリース㈱

（２）提案審査

ア　入札書及び事業提案書の受付

資格審査通過者より入札書及び事業提案書が平成 17 年９月 14 日に提出されまし

た。県企業庁は入札価格が予定価格の範囲内であることを確認しました。

イ　基礎審査

応募グループの提案内容が基礎審査項目を満たしていることを確認し、応募グル

ープの提案内容が総合評価の対象となりました。

ウ　ヒアリング

応募グループの提案内容についてのヒアリングを次のとおり実施しました。ヒア

リングは、提案内容に関するプレゼンテーション 40 分、質疑応答 30 分により実施

しました。

エ　総合評価

ａ　性能等に関する評価

事業提案書及び応募グループに対するヒアリングを踏まえた上で、委員会に

よる審査により、性能等に関する評価を行いました。性能等に関する評価は、

評価項目ごとに委員が合議制で審査を行い、委員会として各提案に対して一つ

の評価を行うという方法を原則に実施しました。ただし、審議の結果、委員の

評価が分かれた場合は、各委員の採点の平均点をとることとしました。

なお、応募者数が１グループであるため、性能等に関する評価の補正は実施

していません。
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ｂ　入札価格に関する評価

応募者数が１グループであるため、入札価格に関する評価は実施していませ

ん。

オ　優秀提案の選定

応募グループの提案内容に対して、性能等に関する評価点の合計は 33.63 点（40
点満点）でした。性能等に関する評価点の最低点が 10 点（要求水準を満たしている

程度の評価）であることを勘案すると、応募グループの提案内容は、県企業庁の要

求水準を十分に上回っていると評価でき、当該提案内容を優秀提案として選定しま

した。

審査結果の詳細は次ページを参照して下さい。
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審査結果の詳細

評価項目 配点
日本碍子

グループ

総合評価 提案全般に関する総合評価 ３ 2.25

事業収支
事業収支計画は適切か、信頼性は高

いか。
２ 1.5

資金調達 資金調達計画は適切か。 ２ 1.5
事業計画に関する

事項（９点）

リスク対応
リスク対応計画は適切か、信頼性は

高いか。
２ 1.5

信頼性
提案された技術は信頼できるもの

か。
３ 3

安全性

緊急時（災害時、故障時）において

も安定的に稼動する設計となってい

るか。

２ 1.5
安

定

性
継続性

事業期間全体にわたり、継続的に安

定稼動できることに配慮された設計

となっているか。

２ 2

工事計画の

適切性
提案の工事計画は適切か。 ２ 2

設計・建設及び脱

水設備等の能力に

関する事項

（１２点）

環境保全性
採用する技術は、周辺環境や省エネ

ルギー性に配慮されているか。
３ 2.25

信頼性
提案の運営・維持管理体制は信頼で

きるものか。
２ 2

安定性
安定的に運転管理できるか（通常

時・非常時）
2.5 1.88

安全性
安全、防犯、衛生に配慮されている

か。
１ 1

維持管理計

画の適切性

提案の維持管理計画（修繕計画、点

検計画）は適切か。
３ 2

脱水設備等の運

営・維持管理業務

に関する事項

（１０点）

環境保全性

周辺環境や省エネルギー性に配慮さ

れた運営・維持管理が提案されてい

るか。

1.5 1.5

保管・運搬

の適切性

適切かつ安定的な脱水ケーキの管

理・運搬計画が提案されているか。
２ 1.83

有価利用可

能量の多寡

多くの有価利用可能量が提案されて

いるか。
２ 2

有価利用の

安定性・信

頼性

長期にわたって安定的に有価利用で

きる方法を、信頼性をもって提案で

きているか。

３ 2.25

脱水ケーキの再生

利用に関する事項

（９点）

非有価利用

の安定性・

信頼性

長期にわたって安定的に非有価利用

できる方法を、信頼性をもって提案

できているか。

２ 1.67

合　　　計 ４０ 33.63
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５　審査講評

日本碍子グループの提案内容について、落札者決定基準の評価項目に従い、審査の視点

から講評します。

なお、各評価項目の採点基準は、落札者決定基準に基づき、下記のとおり４段階評価と

しました。

表　評価項目の採点基準

評　価 評価内容 採点基準

Ａ 特に優れている 配点×1.00
Ｂ 優れている 配点×0.75
Ｃ やや優れている 配点×0.50
Ｄ 要求水準を満たしている程度 配点×0.25

（１）事業計画に関する事項

事業計画に関する事項については、９点を配点し次の４項目について審査を行いまし

た。

○ 総合評価

○ 事業収支

○ 資金調達

○ リスク対応

ア　総合評価

「本事業の実施にあたっての基本的考え方は適切か」、「民間資金、ノウハウを活

用することによる効果を確認できるか」、「事業マネジメントの考え方は適切か」と

いう視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、全般にわたり網羅的かつ具体的に検討

されている点、脱水ケーキの予測発生量の全量を有価利用し循環型社会構築に貢献

する提案となっている点、などが総合評価として高く評価され、「Ｂ評価」としまし

た。

イ　事業収支

「施設整備費及び運営・維持管理費は妥当性をもって提案されているか」、「事業

収支計画は適切か」、「余剰金積立の考え方は適切か」、「安定性の高い返済計画が提

案されているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、事業収入と支出の時期を一致させた事

業収支計画を提案している点、運営・維持管理業務等に係る対価の四半期分以上の

積立金を確保する点、ＤＳＣＲ及びＬＬＣＲの指標が十分に 1.0 を上回っており安定

した返済計画であると確認できる点、などが高く評価され、「Ｂ評価」としました。
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ウ　資金調達

「資金調達方法は適切か」、「確実性の高い資金調達計画が提案されているか」と

いう視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、プロジェクトファイナンスによる資金

調達が提案されている点、ＳＰＣ帰責による事業契約解除の際のＳＰＣが支払う違

約金を想定した出資金及び劣後融資を計画している点、などが高く評価され、「Ｂ評

価」としました。

エ　リスク対応

「リスク顕在時の対応策は適切か」、「事業破綻回避の考え方は適切か」、「ＳＰＣ

又は出資者の破綻時の対処方法は適切か」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、各業務におけるリスクを網羅的かつ具

体的に想定できている点、各業務受託者（構成員）にサービス購入料の減額リスク

を移転させてＳＰＣにリスクが残りにくい事業スキームとなっている点、県企業庁

が要求する以上の保険を付保し且つそれらの妥当性が認められる点、などが高く評

価され、「Ｂ評価」としました。

（２）設計・建設及び脱水処理施設等の能力に関する事項

設計・建設及び脱水処理施設等の能力に関する事項については、12 点を配点し次の４

項目について審査を行いました。

○ 信頼性

○ 安定性（安全性、継続性）

○ 工事計画の適切性

○ 環境保全性

ア　信頼性

「各浄水場の要件と整合のとれた設計となっているか」、「提案された脱水設備等

の納入実績、安定稼動実績は豊富か」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、現場の状況を十分に調査され熟知した

うえで検討されている点、豊富な実績に基づいた検討がされている点が特に優れて

いるため、「Ａ評価」としました。

イ　安定性（安全性、継続性）

安全性の面では「大規模災害において安定的に脱水処理ができる設計となってい

るか」、「事故や故障時におけるバックアップシステムが加味された設計となってい

るか」、また継続性の面では「汚泥の濁度変動に十分対応できる設計となっているか」、

「脱水設備等の操作性、維持管理性に配慮された設計となっているか」という視点
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から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、全般として安全性、継続性の観点から適切に検

討されており、高く評価しました。一方で、大規模災害など予期せぬ事態への対応

能力を高めるための提案がより具体的であれば、安全性においてさらに高く評価し

たいところでした。審議の結果、安全性で「Ｂ評価」、継続性で「Ａ評価」としまし

た。

ウ　工事計画の適切性

「設計・建設業務の工事工程は適切か」、「工事監理は適切か」、「建設工事におい

て環境保全策が提案されているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、バランスのとれた適切な工事計画が提案されて

いる点で特に優れているため、「Ａ評価」としました。

エ　環境保全性

「浄水場周辺地域の環境に配慮された設計となっているか」、「省エネルギー性に

配慮された設計となっているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、騒音、振動、粉塵対策、景観、省エネルギーな

どに配慮された適切なものと判断され、「Ｂ評価」としました。

（３）脱水設備等の運営・維持管理業務に関する事項

脱水設備等の運営・維持管理業務に関する事項については、10 点を配点し次の５項目

について審査を行いました。

○ 信頼性

○ 安定性

○ 安全性

○ 維持管理計画の適切性

○ 環境保全性

ア　信頼性

「適切な人員・人材配置が提案されているか」、「運営・維持管理業務の実績・経

験はあるか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、実績・経験の面で現場の実情が十分に

理解されており、事業を安定して遂行できる信頼性の高い人員・人材配置計画が提

案されている点で特に優れているため、「Ａ評価」としました。

イ　安定性

「適切な運転管理計画が提案されているか」、「高濁度時等により汚泥量が増加し

た場合でも適切に対応できることが提案されているか」、「緊急時における適切な対

応が提案されているか」、「汚泥性状変動した場合でも適切な対応ができることが提
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案されているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、日常業務における変化（濁度の変化、

汚泥性状変化）における対応策として十分に適切な提案がされていると判断されま

した。一方で、大規模災害など予期せぬ事態への対応策についての提案がより具体

的であれば、さらに高く評価したいところでした。審議の結果、「Ｂ評価」としまし

た。

ウ　安全性

「安全性に配慮された提案となっているか」、「衛生性に配慮された提案となって

いるか」、「防犯性に配慮された提案となっているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、４浄水場の状況、汚泥の性状等を十分

理解したうえで、安全性、衛生性、防犯性を担保できる適切な提案がなされている

点で特に優れているため、「Ａ評価」としました。

エ　維持管理計画の適切性

「毎事業年度修繕計画は適切か」、「長期修繕計画は適切か」、「点検計画は適切か」

という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、予防修繕の観点に立ち、こまめに点検を行い不

具合を早期発見し事前に対応することで、設備の耐用性を高めるとともに、重大な

事故の発生を抑制する提案となっており、この点を高く評価する意見もありました。

一方で、当提案内容を評価しつつも、事業の効率性をさらに高めるような提案内容

を期待する意見もありました。

審議の結果、「Ｂ評価」と「Ｃ評価」で委員の意見が分かれたため、各委員の採点

の平均点を委員会としての採点としました。

オ　環境保全性

「浄水場周辺環境に配慮した運営・維持管理が提案されているか」、「省エネルギ

ー性に配慮した運営・維持管理が提案されているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、騒音、振動などの周辺環境、及び省エネルギー

性に配慮された適切なものと判断され、「Ｂ評価」としました。

（４）脱水ケーキの再生利用に関する事項

脱水ケーキの再生利用に関する事項については、９点を配点し次の４項目について審

査を行いました。

○ 保管・運搬の適切性

○ 有価利用可能量の多寡

○ 有価利用の安定性・信頼性
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○ 非有価利用の安定性・信頼性

ア　保管・運搬の適切性

「適切かつ安定的な脱水ケーキ保管・運搬計画が立案されているか」という視点

から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、悪臭、飛散の防止が適切に講じられて

いる点、周辺環境に配慮されている点、汚泥量等の変動の際には代表企業が保管・

搬出計画を調整する点、などが高く評価されました。なお、「Ａ評価」と「Ｂ評価」

で意見が分かれたため、各委員の採点の平均点を委員会としての採点としました。

イ　有価利用可能量の多寡

「より多くの有価利用可能量が提案されているか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容は、予め県企業庁が予測した脱水ケーキの発生量の

全量を有価利用するものであり、これは要求水準を十分に超えた量であると特に高

く評価され、「Ａ評価」としました。

ウ　有価利用の安定性・信頼性

「長期にわたって安定的に有価利用できる計画が提案されているか」、「提案され

た有価利用計画の信頼性は高いか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、５社から受入表明書を取得している点、

受入表明量が提案された有価利用可能量と比べて余裕がある点、新たな受入先等の

マーケット情報収集調査を実施する点、大学等と連携して有価利用促進のための研

究開発を実施する点、などが高く評価されました。一方で、20 年間という長期にわ

たって安定的に有価利用を遂行していくための提案がより具体的であれば、さらに

高く評価したいところでした。審議の結果、「Ｂ評価」としました。

エ　非有価利用の安定性・信頼性

「長期にわたって安定的に非有価利用できる計画が提案されているか」、「提案さ

れた非有価利用計画の信頼性は高いか」という視点から評価しました。

日本碍子グループの提案内容においては、豊富な実績をもつ受入企業を複数社提

案されている点、汚泥の性状と無関係に非有価利用する提案となっている点、など

が高く評価されました。一方で、将来において性能や非有価利用量が大きく変化し

た場合でも安定的に業務遂行できるための具体的な提案を期待する意見もありまし

た。

審議の結果、「Ａ評価」と「Ｂ評価」で委員の意見が分かれたため、各委員の平均

点を委員会としての採点としました。

（５）総評
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この度、日本碍子グループより提出を受けた事業提案書は、設計・建設、運営・維持

管理、脱水ケーキの再生利用など、本事業の事業範囲全般にわたり、県企業庁があから

じめ提示した要求水準を十分に上回る提案内容でした。

特に、豊富な実績・経験と十分な調査に基づいた網羅的かつ具体的な検討がなされて

いる点、及び予測される脱水ケーキ発生量の全量を有価利用するという点は、ＰＦＩ事

業ならではの応募者独自のノウハウ、工夫に基づいた提案であり、委員会として高く評

価しました。

委員会としては、日本碍子グループの事業提案書作成にあたっての努力に対しても高

く評価しており、重ねて感謝いたします。

委員会は、落札者決定基準に基づいて厳正かつ公正に審査を行い、委員の合議により

日本碍子株式会社を代表企業とする日本碍子グループの提案内容を優秀提案として選定

しました。

今後、同グループが県企業庁と事業契約を締結し、本事業を実施するに際し、ＰＦＩ

事業の推進に向け、委員会から評価された具体的な提案内容を確実に遂行することは当

然のこと、本事業をさらに良いものとするため、同グループにおいては、以下の諸点に

ついても十分に配慮していただけるよう、委員会として要望します。

○ 将来の水質変動、大規模災害の発生など予期せぬ事態への対策について、より具体的

に検討して、十分な危機管理体制の確立に努めること。

○ 維持管理業務において、事業提案書に記載された修繕計画を適切に実行し、耐久性の

向上、重大な事故防止等が確実に達成できるよう、努めること。

○ 技術革新を始めとした様々な外的環境の変化を迅速に捉え、ＰＦＩ事業運営の方法を

柔軟に改善、見直しできるよう、官民協働で取り組むこと。

６　最後に

ＰＦＩ事業が普及しつつある昨今において、本事業の内容は、４浄水場の脱水処理施

設等を包括した事業範囲としていること、脱水ケーキの有価利用促進が大きな目的とし

て位置づけられていること、既設の脱水設備等の段階的な更新を事業範囲に含めている

ことなど、これまでのＰＦＩ事業例に見られない先駆的な取り組みが幾つも含まれてい

るものでした。

その中で、委員会は、平成 16 年 10 月 28 日の第 1 回委員会以降、５回にわたり本事業

の事業内容及び提案内容の審査方法等について審議を重ねてきました。

本事業にかかる委員会及び県企業庁の検討内容が、愛知県のみならず、わが国におけ

るＰＦＩ事業の、さらなる普及・定着の一助になることを期待します。

最後に、本事業の審議に携わった筏津委員が、本講評の公表直前（11 月７日）に病気

のためお亡くなりになりました。ともに審議にご尽力いただいたことに深く感謝すると

ともに、ご冥福を心からお祈りいたします。
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